
 

 

構造改革特別区域計画【第 65回認定（令和７年３月 28日）】 

横浜ワイン特区 

 

 

都道府県名： 神奈川県 

 

申請主体名： 横浜市 

区域の範囲： 横浜市の全域 

特区の概要： 本市では都市農業における地産地消や農体験への関心が

高まる一方で、農業経営の安定化や市内産農産物の魅力発信

に課題を感じている。 

本特例措置を活用し、地域の特産品を原料とした酒類の製

造が比較的小規模な施設で可能となり、新たな特産品の創出

や地域ブランドの価値向上により、地域の活性化に繋げる。 

適用される規制

の特例措置： 

特産酒類の製造事業 

  

 

果樹栽培の中心「浜なし」 横浜の農のある風景 


